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九州大学教育社会学研究集録 第 25 号 2022 年度

教員の職務・待遇満足度と職務意識・環境の関係をめぐる計量社会学研究（1）
−OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）2018 を用いた

給与満足度の規定要因分析−
A Sociometric Research on the Relationship between Job and Benefits Satisfaction 

and Job Consciousness and Environment of Teachers(1)
- Analyzing the Determinants of Salary Satisfaction using TALIS2018-

徳永 真直

1. 問問題題のの所所在在：：働働きき方方改改革革推推進進のの中中でで教教職職をを再再検検

討討すするる必必要要性性

2019 年 12 月 4 日、「公立の義務教育諸学校等の教

育職員の給与等に関する特別措置法（以下、「給特法」

と略記）の一部を改正する法律」が成立した。1971 年

に制定された給特法は、公立学校教員に給料月額 4％

相当の教職調整額を支給する代わりに、例外を除い

て時間外勤務手当や休日勤務手当の不支給を定めて

いる。そのため、この給特法が教員の長時間労働の原

因として指摘されていることは、中央教育審議会の

答申も認めるところである（中央教育審議会 2019，

p.44）。給特法の改正は、教員の働き方改革の推進を

受けたものであり、法改正によって、教員への 1 年

単位の変形労働時間制の導入や残業時間の上限の指

針化がなされたものの、争点であった教職調整額に

ついては改正が行われなかった。

その理由は、給特法改正に先立って出された中央

教育審議会の答申にみることができる。2019 年 1 月

25 日発表の「新しい時代に向けた持続可能な学校指

導・運営体制の構築のための学校における働き方改

革に関する総合的な方策について（答申）」（以下、

「働き方改革答申」と略記）では、「勤務時間の内外

を問わず包括的に評価して教職調整額を支給し、時

間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとする

仕組みも含めた給特法の基本的な枠組みを前提とし

た上で･･･（中略）･･･学校における働き方改革を確実

に実施する仕組みを確立し成果を出すことが求めら

れる」（中央教育審議会 2019，p.46）とされている。

また、そもそも給特法は、「『教育が特に教員の自発

性， 創造性に基づく勤務に期待する面が大きい』こ

と等を踏まえ，『一般の行政事務に従事する職員と同

様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく，

とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない』と

の考えの下，『教員の職務の特殊性と勤務態様の特殊

性』に基づき昭和 46 年に制定された」（中央教育審

議会 2019，p.46）としている。

このように 1971 年の給特法制定と 2019 年の改正

における教職調整額の維持の根拠として、教員の「職

務と勤務態様の特殊性」が挙げられており、この教職

に由来するとされる特殊性が給特法といった教員の

労働法制や教員労働を形作ってきたといえる。その

後、以上のように給特法の基本的枠組みは維持され

たまま、働き方改革答申に基づき、教員の労働時間を

縮減するための施策が国や地方自治体において進め

られてきた。

しかし、給特法改正から約 3 年を経た 2022 年末か

ら、教員の働き方改革をめぐる動きに変化がみられ

ようとしている。2019 年の給特法改正の際には、「三

年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った上で、

本法その他の関係法令の規定について検討を加え、

その結果に基づき所要の措置を講ずること」（衆議院

文部科学委員会 2019，p.34）との附帯決議がされて

おり(1)、これを踏まえて 2022 年 12 月には初等中等

教育局長決定により、「質の高い教師の確保のための
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教職の魅力向上に向けた環境の在り方等に関する調

査研究会」が設置された。その検討事項には、「給与

面、公務員法制・労働法制面の在り方について」（文

部科学省 2022，p.1）が含まれており、再度、教職調

整額をはじめ給特法の仕組みを含めた新たな議論が

始まろうとしている。

このように給特法をはじめとする教員労働法制の

再検討が始められようとし、教員の働き方改革が新

たな局面を迎えている中で、「教職」を改めて検討す

ることは、教員の働き方改革が喫緊の課題である現

代において、また教育社会学研究においても大きな

意義があると考える。

2. 先先行行研研究究のの整整理理：：教教職職ををめめぐぐるるスストトレレススやや満満足足

度度をを現現状状のの働働きき方方かからら検検討討ししててききたた先先行行研研究究

教員の働き方や労働をめぐる困難な状況について

は、教員ストレス研究や業務負担研究に、これまで多

くの蓄積がなされてきた。教員ストレス研究として

は、岡東・鈴木（1997）や高木（2015）などが挙げら

れ、職務におけるストレスやバーンアウトの要因を

質問紙調査とその分析を通じて明らかにしてきた。

また教員の業務負担について研究した神林（2017）で

は、OECD による国際教員指導環境調査（以下、

「TALIS」と略記）2013 の個票データを用いた国際

比較により、日本の教員にとって心理的負担をもた

らす業務を分析している。このように教員ストレス

研究や業務負担研究においては、教員の抱えるスト

レスや業務負担の原因を明らかにしてきた。

しかし、教員研究の動向をまとめた油布（2009）は、

これまでの教員研究の総括と今後の研究の在り方に

ついて重要な指摘を行っている。その中では、特に教

員のストレス研究等については、「その実態を指摘す

るだけにとどまれば、残るのは個人に対するケアだ

けであり、研究としての展望はない」（油布 2009,

p.12）と指摘をしており、またこれまでの教員・教

職研究の中では、労働に関する様々な問題が生まれ

る「雇用関係の中での労働」という視点が見落とされ

てきたとしている（油布 2009，p.16）。

この油布が指摘する「雇用関係の中での労働」を問

う 1 つの論点として、教員自身の教職労働に対する

実感が挙げられるのではないだろうか。具体的には、

教員の職務や待遇（給与・雇用条件）に対する満足度

である。これらの満足度について検討した先行研究

としては、森田・山本（2015）や森田・山本（2016）、

高原（2014）、三浦（2012）が挙げられる。森田・山

本（2015）と森田・山本（2016）では職業満足度につ

いて TALIS2013 を、高原（2014）では総合的職務満

足・人間関係満足・給与満足・労働時間満足について

日本教職員組合や財団法人国際経済労働研究所の調

査データを、三浦（2012）は職務に対する満足度や職

務執行上の困難度、職務に対する負担感（給与不満

度）について平成 18 年度教員勤務実態調査を、とい

うように各種の満足度について個票データを用いて

計量的に分析している。また、これらの研究において

は、独立変数としてもっぱら教員の基本的な属性に

関する項目や労働時間、森田・山本（2015）や森田・

山本（2016）ではこれらに加えて、教員をとりまく学

校の環境などの変数も用いられている。

以上を踏まえると、教員や教職研究として「雇用関

係の中での労働」という視点が求められる中で、教員

の実感としての職務・待遇満足度を問うことが論点

としてあげられ、これに対応する先行研究では、教員

の属性や労働時間などの現状の働き方を中心として

検討を重ねてきたことが指摘できる。

3. 本本研研究究のの課課題題とと分分析析資資料料：：TALIS2018をを用用いいてて、、

教教職職をを職職務務・・待待遇遇満満足足度度のの視視点点かからら再再検検討討すするる

以上を踏まえて本研究では、教員の職務・待遇満足

度を職務意識・環境との関係から検討することを課

題とする。先行研究で取り上げた神林（2017）や森

田・山本（2015）、森田・山本（2016）では TALIS2013

が用いられていたが、2018 年にはその 2 回目となる

TALIS2018 の調査が実施され、現在、その個票デー

タが公開されている。TALIS2013 では、先行研究が

用いていたように業務別の労働時間やストレス、勤

務校や同僚に対する認識、教員の指導実践の様子な

どについて調査がされていたが、それに加えて

TALIS2018 では新たに給与や雇用条件に対する満足
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は、岡東・鈴木（1997）や高木（2015）などが挙げら
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関する項目や労働時間、森田・山本（2015）や森田・

山本（2016）ではこれらに加えて、教員をとりまく学

校の環境などの変数も用いられている。

以上を踏まえると、教員や教職研究として「雇用関

係の中での労働」という視点が求められる中で、教員

の実感としての職務・待遇満足度を問うことが論点

としてあげられ、これに対応する先行研究では、教員

の属性や労働時間などの現状の働き方を中心として
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3. 本本研研究究のの課課題題とと分分析析資資料料：：TALIS2018をを用用いいてて、、

教教職職をを職職務務・・待待遇遇満満足足度度のの視視点点かからら再再検検討討すするる

以上を踏まえて本研究では、教員の職務・待遇満足

度を職務意識・環境との関係から検討することを課

題とする。先行研究で取り上げた神林（2017）や森

田・山本（2015）、森田・山本（2016）では TALIS2013

が用いられていたが、2018 年にはその 2 回目となる

TALIS2018 の調査が実施され、現在、その個票デー

タが公開されている。TALIS2013 では、先行研究が

用いていたように業務別の労働時間やストレス、勤

務校や同僚に対する認識、教員の指導実践の様子な

どについて調査がされていたが、それに加えて

TALIS2018 では新たに給与や雇用条件に対する満足

度、教職選択の動機や志望度合いなどに関する設問

が追加された。この点を踏まえると、TALIS2018 を

用いることで、教員の職務満足度のみならず、給与や

雇用条件といった待遇に関する満足度を分析対象と

することが可能になり、またその分析において教職

選択の動機や志望度合いと行った勤務時間やストレ

スに留まらない広範な事柄を含めて検討することが

可能になったといえる。よって、本研究の課題をより

具体的にすると、TALIS2018 を用いた多変量解析を

行い、教員の職務満足度、給与満足度、雇用条件満足

度の規定要因を、教職の志望動機や志望度合いなど

を含む広範な職務意識・環境との関係から検討する

ことである。

4. 本本研研究究のの分分析析視視角角とと論論証証方方法法：：多多変変量量解解析析にによよ

るる職職務務・・待待遇遇満満足足度度等等ややそそのの認認識識にに関関すするる教教員員

類類型型のの規規定定要要因因分分析析

以上の研究課題を踏まえて、本研究の分析視角と

その論証方法をより具体的にすると以下の通りであ

る。

第一に、教員の給与満足度の規定要因について検

討する。給特法の規定により、例外を除いて時間外勤

務手当や休日勤務手当が支給されないことを踏まえ

て、まず給与に対する満足度に着目して検討を行う。

そのため、本稿の 7 において、諸条件を統制した上

での給与満足度の規定要因を明らかにするために、

給与満足度を従属変数とした階層的重回帰分析を行

う。

第二に、教員の職務満足度、雇用条件満足度、給与

増額要求の規定要因について検討する。給与満足度

については本稿の 7 において検討したが、教職を満

足度の面から検討するためには、教職という仕事自

体の職務満足度や給与以外の勤務時間などといった

雇用条件満足度についても合わせて分析し、多角的

な観点からの検討が必要である。また、TALIS2018 に

おいては、教育予算が増額された際に教員給与の増

額が必要と考えるか否かの給与増額要求についても

調査をされているため、給与増額要求についても分

析の対象とすることとした。そのため続稿の 2 にお

いて、職務満足度、雇用条件満足度、給与増額要求の

それぞれを従属変数とした階層的重回帰分析を行う。

第三に、職務・待遇満足度や給与増額要求に関する

教員の多様な実感の多様性やその規定要因について

検討する。以上では、職務満足度や給与満足度、雇用

条件満足度、給与増額要求のそれぞれ規定要因につ

いて検討をすることになるが、教員個人の実感とし

て各満足度や給与増額要求に対する実感は、それぞ

れ程度やその組み合わせという点で多様な類型が存

在すると考えられる。そのため続稿の3においては、

まずクラスター分析を用いて、職務・待遇満足度や給

与増額要求に関する教員の実感の類型を明らかにす

る。次に多項ロジスティック回帰分析により、クラス

ター分析によってグルーピングされた教員類型の規

定要因について検討する。

5. 本本研研究究でで扱扱ううデデーータタ：：TALIS2018 のの概概要要

本研究における以降の分析で用いる TALIS2018 の

概要について簡単に記述する。TALIS2018 は、2018

年に OECD により、「職能開発などの教員の環境、学

校での指導状況などについて、国際比較可能なデー

タを収集し、教育に関する分析や教育政策の検討に

資すること」（国立教育政策研究所 2020，p.22）を目

的として実施された国際的な教員調査である。日本

における調査は、2018 年 2 月中旬から 3 月中旬にか

けて実施されており、調査対象の選定にあたっては

層化二段階抽出法が用いられた（国立教育政策研究

所 2020，pp.22-23）。小学校においては 197 校を実施

対象として校長 197 人と教員 3308 人（教員回答率

98％）が回答し、中学校においては 196 校を調査対

象として校長195人と教員 3555人（教員回答率 99％）

が回答した（国立教育政策研究所 2020，p.24）。

先述の通り、TALIS2018 の個票データは OECD の

ウェブサイトにて公開されているため二次分析に用

いることが可能である(2)。本研究における分析にあた

っては、公開されているデータファイルのうち、日本

の個票データのみが記録されている「ATGJPNT3」（小

学校教員）と「BTGJPNT3」（中学校教員）のデータ

セットを使用した。また、これらのデータセットにお
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ける質問文や回答は英語で記録されているため、国

立教育政策研究所（2020）の巻末にある質問紙を参考

に、質問文や回答を日本語に翻訳した上で使用して

いる。

6. 回回帰帰分分析析にに用用いいるる変変数数とと因因子子分分析析

以降の分析において用いる変数とその操作的定義

は、表 1 の通りである。以下では、変数について説

明する。

従属変数として、給与満足度、雇用条件満足度、職

務満足度、給与増額要求を設定した。また本稿におい

ては、給与満足度と雇用条件満足度を合わせて「待遇

満足度」と表記する場合もある。

また、独立変数として、「属性」、「業務別労働時間」、

「教職選択の動機」、「職務ストレス」、「指導実践」、

「勤務校や同僚に対する認識」に関する項目を用い

た。「属性」に関する項目のうち、ダミー変数につい

ては、「女性ダミー」、「教員第一志望ダミー」、「終身

雇用ダミー」、「私立ダミー」、「過労死ラインダミー」

の 5 つを作成した。具体的なダミー変数の作成方法

については、表 1 に記載の通りである。特に、「過労

死ラインダミー」は、脳・心臓疾患に係る労災認定基

準である「発症前１か月間におおむね 100 時間又は

発症前 2 か月間ないし 6 か月間にわたって 1 か月当

たりおおむね 80 時間を超える時間外・休日労働が認

められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評

価できるとされている」（厚生労働省，2001）のうち、

後者に基づいて作成した。具体的には、1 か月当たり

の超過勤務時間が 80 時間を超える場合を、1 週間当

たりで20時間を超える超過勤務を行ったものとして、

1 週間の法定労働時間の原則である 40 時間を超えて、

1 週間当たり 60 時間を超える勤務をしている教員を

「1」、60 時間以下の教員を「0」とした。その他に属

性を示す変数として、「教職経験年数」と「予想勤続

年数」を使用する。「教職経験年数」は問 9 の（2）の

値をそのまま使用しており、「予想勤続年数」は問 9

（2）の値と問 47 の値の和を使用している。

「業務別労働時間」は、「1 週間のうちの授業時間」、

「学校内外で個人で行う授業の計画や準備」、「学校

内での同僚との共同作業や話し合い」、「児童（生徒）

の課題の採点や添削」、「児童（生徒）に対する教育相

談」、「学校運営業務への参画」、「一般的な事務業務」、

「職能開発活動」、「保護者との連絡や連携」、「課外活

動の指導」、「その他の業務」から構成される。これら

の値は 60 分を 1 時間とする時間単位で調査されてい

る。

「教職選択の動機」は、「安定性・確実性」と「社

会貢献」から構成され、問 5 の 7 項目について因子

分析を行い作成したものである。

「職務ストレス」は、「授業ストレス」と「児童（生

徒）ストレス」から構成され、問 49 の 11 項目につ

いて因子分析を行い作成したものである。

「指導実践」は、「エンゲージメント」、「学級経営」、

「指導工夫」から構成され、問 31 の 13 項目につい

て因子分析を行い作成したものである。

「勤務校や同僚に対する認識」は、「教員間協力文

化」と「児童（生徒）重視文化」から構成され、問 45

と問 46 の 13 項目について因子分析を行い作成した

ものである。

以上の変数の記述統計量は、小学校教員について

は表 2、中学校教員については表 4 の通りである。ダ

ミー変数の度数分布は、小学校教員については表 3、

中学校教員については表 5 の通りである。
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「勤務校や同僚に対する認識」に関する項目を用い
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められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評

価できるとされている」（厚生労働省，2001）のうち、

後者に基づいて作成した。具体的には、1 か月当たり

の超過勤務時間が 80 時間を超える場合を、1 週間当

たりで20時間を超える超過勤務を行ったものとして、

1 週間の法定労働時間の原則である 40 時間を超えて、

1 週間当たり 60 時間を超える勤務をしている教員を

「1」、60 時間以下の教員を「0」とした。その他に属

性を示す変数として、「教職経験年数」と「予想勤続

年数」を使用する。「教職経験年数」は問 9 の（2）の

値をそのまま使用しており、「予想勤続年数」は問 9

（2）の値と問 47 の値の和を使用している。

「業務別労働時間」は、「1 週間のうちの授業時間」、

「学校内外で個人で行う授業の計画や準備」、「学校

内での同僚との共同作業や話し合い」、「児童（生徒）

の課題の採点や添削」、「児童（生徒）に対する教育相

談」、「学校運営業務への参画」、「一般的な事務業務」、

「職能開発活動」、「保護者との連絡や連携」、「課外活

動の指導」、「その他の業務」から構成される。これら

の値は 60 分を 1 時間とする時間単位で調査されてい

る。

「教職選択の動機」は、「安定性・確実性」と「社

会貢献」から構成され、問 5 の 7 項目について因子

分析を行い作成したものである。

「職務ストレス」は、「授業ストレス」と「児童（生

徒）ストレス」から構成され、問 49 の 11 項目につ

いて因子分析を行い作成したものである。

「指導実践」は、「エンゲージメント」、「学級経営」、

「指導工夫」から構成され、問 31 の 13 項目につい

て因子分析を行い作成したものである。

「勤務校や同僚に対する認識」は、「教員間協力文

化」と「児童（生徒）重視文化」から構成され、問 45

と問 46 の 13 項目について因子分析を行い作成した

ものである。

以上の変数の記述統計量は、小学校教員について

は表 2、中学校教員については表 4 の通りである。ダ

ミー変数の度数分布は、小学校教員については表 3、

中学校教員については表 5 の通りである。

表表 1 分分析析でで使使用用すするる変変数数ととそそのの操操作作的的定定義義
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表表 2 小小学学校校教教員員ににおおけけるる変変数数のの記記述述統統計計量量
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表表 2 小小学学校校教教員員ににおおけけるる変変数数のの記記述述統統計計量量 表表 3 小小学学校校教教員員ににおおけけるるダダミミーー変変数数のの度度数数分分布布表表

表表 4 中中学学校校教教員員ににおおけけるる変変数数のの記記述述統統計計量量
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表表 5 中中学学校校教教員員ににおおけけるるダダミミーー変変数数のの度度数数分分布布表表

また、OECD が公表している TALIS2018 の個票デ

ータ内には、OECD が作成した既存変数が含まれて

おり、それらの変数は、本研究にあたり以下の通り独

自に因子分析を行い作成した因子と類似したものが

ある。OECD による既存変数は、全ての調査国に対

して同じ因子構造を想定して作成がされている。し

かしながら、本来は国ごとによって因子構造は異な

るものであること、今回の分析で用いる予定であっ

た既存変数のうち OECD 自身が信頼性に問題がある

と指摘しているものが含まれていたことから（OECD 

2019，pp.320-321）、本研究においては筆者が行った

独自の因子分析による因子得点を用いることとした

(3)。

以下では、因子分析の結果を小学校教員、中学校教

員のそれぞれに分けて記す。

（（1））小小学学校校教教員員ににおおけけるる因因子子分分析析結結果果

①①教教職職選選択択のの動動機機（（問問 5））のの因因子子分分析析

まず、小学校教員の教職選択の動機の因子分析の

結果を示す。小学校教員の教職選択の動機について

の平均値、標準偏差は表 6 に示す通りである。小学

校教員の教職選択の動機 7 項目に対する因子分析の

結果、固有値が 1 以上の因子が 2 つ認められた。固

有値の推移は、2.681、1.754、.784、.670･･･であり、

スクリープロットと解釈可能性を考慮し、最終的に 2

因子を抽出することが適当であると判断した。いず

れの因子にも高い負荷量をもたない 1 項目を削除し

て、再度 2 因子を指定した因子分析（主因子法・プ

ロマックス回転）を行った。この因子分析の結果は表

6 の通りで、固有値は 2.427、1.754、.687、.573･･･と

推移した。因子抽出後の共通性の値が極端に低い項

目はない（表 6）。小学校教員の教職選択の動機につ

いては、第 1 因子として、「確実な収入が得られるこ

と」、「安定した職業であること」、「私生活での責任を

果たすことを妨げない勤務スケジュールであること

（例：勤務時間、休日、非常勤）」の因子負荷量が高

い「安定性・確実性」を抽出した。第 2 因子として

「教職に就けば、社会的弱者の手助けができるとい

うこと」、「教職に就けば、社会に貢献できるというこ

と」、「教職に就けば、子供や若者の成長に影響を与え

られるということ」の因子負荷量が高い「社会貢献」

を抽出した。α係数を用いて下位尺度の内部一貫性

を検討したところ、「安定性・確実性」は.774、「社会

貢献」は.766 となっており、内部一貫性を有したも

のといえる。
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表表 5 中中学学校校教教員員ににおおけけるるダダミミーー変変数数のの度度数数分分布布表表
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の平均値、標準偏差は表 6 に示す通りである。小学

校教員の教職選択の動機 7 項目に対する因子分析の

結果、固有値が 1 以上の因子が 2 つ認められた。固

有値の推移は、2.681、1.754、.784、.670･･･であり、

スクリープロットと解釈可能性を考慮し、最終的に 2

因子を抽出することが適当であると判断した。いず

れの因子にも高い負荷量をもたない 1 項目を削除し

て、再度 2 因子を指定した因子分析（主因子法・プ

ロマックス回転）を行った。この因子分析の結果は表

6 の通りで、固有値は 2.427、1.754、.687、.573･･･と

推移した。因子抽出後の共通性の値が極端に低い項

目はない（表 6）。小学校教員の教職選択の動機につ

いては、第 1 因子として、「確実な収入が得られるこ

と」、「安定した職業であること」、「私生活での責任を

果たすことを妨げない勤務スケジュールであること

（例：勤務時間、休日、非常勤）」の因子負荷量が高

い「安定性・確実性」を抽出した。第 2 因子として

「教職に就けば、社会的弱者の手助けができるとい

うこと」、「教職に就けば、社会に貢献できるというこ

と」、「教職に就けば、子供や若者の成長に影響を与え

られるということ」の因子負荷量が高い「社会貢献」

を抽出した。α係数を用いて下位尺度の内部一貫性

を検討したところ、「安定性・確実性」は.774、「社会

貢献」は.766 となっており、内部一貫性を有したも

のといえる。

表表 6 小小学学校校教教員員のの教教職職選選択択のの動動機機（（問問 5））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

②②指指導導実実践践（（問問 31））のの因因子子分分析析結結果果

次に、小学校教員の指導実践の因子分析の結果を

示す。小学校教員の指導実践についての平均値、標準

偏差は表 7 に示す通りである。小学校教員の指導実

践 13 項目に対する因子分析の結果、固有値が 1 以上

の因子が 2 つ認められた。固有値の推移は、6.268、

1.145、.991、.773･･･であり、スクリープロットと解

釈可能性を考慮し、最終的に 3 因子を抽出すること

が適当であると判断した。いずれの因子にも高い負

荷量をもたない 1 項目を削除して、再度 3 因子を指

定した因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行

った。この因子分析の結果は表 7 の通りであり、固

有値は 6.014、1.140、.983、.655･･･と推移した。因子

抽出後の共通性の値が極端に低い項目はない（表 7）。

小学校教員の指導実践については、第1因子として、

「児童に勉強ができると自身を持たせる」、「児童が

学習の価値を見いだせるよう手助けする」、「児童の

ために発問を工夫する」等の因子負荷量が高い「エン

ゲージメント」を抽出した。第 2 因子として、「秩序

を乱す、又は騒々しい児童を落ち着かせる」、「児童を

教室のきまりに従わせる」、「学級内の秩序を乱す行

動を抑える」等の因子負荷量が高い「学級経営」を抽

出した。第 3 因子として、「様々な指導方法を用いて

授業を行う」、「児童が分からない時には、別の説明の

仕方を工夫する」、「デジタル技術の利用によって児

童の学習を支援する（例：コンピュータ、タブレット、

電子黒板）」等の因子負荷量が高い「指導工夫」を抽

出した。α係数を用いて下位尺度の内部一貫性を検

討したところ、「エンゲージメント」は.845、「学級経

営」は.848、「指導工夫」は.768 となっており、内部

一貫性を有したものといえる。
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表表 7 小小学学校校教教員員のの指指導導実実践践（（問問 31））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

③③勤勤務務校校やや同同僚僚にに対対すするる認認識識（（問問 45、、46））のの因因子子分分

析析結結果果

次に、小学校教員の勤務校や同僚に対する認識の

因子分析の結果を示す。小学校教員の勤務校や同僚

に対する認識についての平均値、標準偏差は表 8 に

示す通りである。小学校教員の勤務校や同僚に対す

る認識の 13 項目に対する因子分析の結果、固有値は

5.994、1.581、.965、.625･･･と推移していた。固有値

が 1 以上の因子が 2 つ認められたが、スクリープロ

ットと解釈可能性を考慮して、最終的に 3 因子を抽

出することが適当であると判断した。複数の因子に

またがって同程度の因子負荷量を示した 1 項目を削

除して、再度 3 因子を指定した因子分析（主因子法・

プロマックス回転）を行った。この因子分析の結果は

表 8 の通りで、固有値は、5.609、1.494、.963、.605･･･

と推移した。因子抽出後の共通性の値が極端に低い

項目はない（表 8）。小学校教員の勤務校や同僚に対

する認識については、第 1 因子として、「教職員が、

指導や学習についての信念を共有している」、「お互

いに助け合う協力的な学校文化がある」、「教員は互

いに信頼しあうことができる」等の因子負荷量が高

い「教員間協力文化」を抽出した。第 2 因子として、

「ほとんどの教員は、児童の声に関心を持っている」、

「ほとんどの教員は、児童の幸せが重要であると考

えている」、「児童が特別な支援を必要としている時、

学校は支援している」等の因子負荷量が高い「児童重

視文化」を抽出した。第 3 因子として、「この学校は、

児童が学校の意思決定に積極的に参加する機会を提

供している」、「この学校は、保護者が学校の意思決定

に積極的に参加する機会を提供している」の因子負

荷量が高い「開放的意思決定文化」を抽出した。α係

数を用いて下位尺度の内部一貫性を検討したところ、

「教員間協力文化」は.868、「児童重視文化」は.841、

「開放的意思決定文化」は.713 となっており、内部

一貫性を有したものといえる。なお、下位尺度の一つ

である「開放的意思決定文化」については、項目数が

2 項目と少なかったことから、今回は以降の分析にお

いて下位尺度として扱うことを控える。
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表表 7 小小学学校校教教員員のの指指導導実実践践（（問問 31））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

③③勤勤務務校校やや同同僚僚にに対対すするる認認識識（（問問 45、、46））のの因因子子分分

析析結結果果

次に、小学校教員の勤務校や同僚に対する認識の

因子分析の結果を示す。小学校教員の勤務校や同僚

に対する認識についての平均値、標準偏差は表 8 に

示す通りである。小学校教員の勤務校や同僚に対す

る認識の 13 項目に対する因子分析の結果、固有値は

5.994、1.581、.965、.625･･･と推移していた。固有値

が 1 以上の因子が 2 つ認められたが、スクリープロ

ットと解釈可能性を考慮して、最終的に 3 因子を抽

出することが適当であると判断した。複数の因子に

またがって同程度の因子負荷量を示した 1 項目を削

除して、再度 3 因子を指定した因子分析（主因子法・

プロマックス回転）を行った。この因子分析の結果は

表 8 の通りで、固有値は、5.609、1.494、.963、.605･･･

と推移した。因子抽出後の共通性の値が極端に低い

項目はない（表 8）。小学校教員の勤務校や同僚に対

する認識については、第 1 因子として、「教職員が、

指導や学習についての信念を共有している」、「お互

いに助け合う協力的な学校文化がある」、「教員は互

いに信頼しあうことができる」等の因子負荷量が高

い「教員間協力文化」を抽出した。第 2 因子として、

「ほとんどの教員は、児童の声に関心を持っている」、

「ほとんどの教員は、児童の幸せが重要であると考

えている」、「児童が特別な支援を必要としている時、

学校は支援している」等の因子負荷量が高い「児童重

視文化」を抽出した。第 3 因子として、「この学校は、

児童が学校の意思決定に積極的に参加する機会を提

供している」、「この学校は、保護者が学校の意思決定

に積極的に参加する機会を提供している」の因子負

荷量が高い「開放的意思決定文化」を抽出した。α係

数を用いて下位尺度の内部一貫性を検討したところ、

「教員間協力文化」は.868、「児童重視文化」は.841、

「開放的意思決定文化」は.713 となっており、内部

一貫性を有したものといえる。なお、下位尺度の一つ

である「開放的意思決定文化」については、項目数が

2 項目と少なかったことから、今回は以降の分析にお

いて下位尺度として扱うことを控える。

表表 8 小小学学校校教教員員のの勤勤務務校校やや同同僚僚にに対対すするる認認識識（（問問 45、、46））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

④④職職務務スストトレレスス（（問問 49））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

次に、小学校教員の職務ストレスの因子分析結果

を示す。小学校教員の職務ストレスについての平均

値、標準偏差は表 9 に示す通りである。小学校教員

の職務ストレス 11 項目に対する因子分析の結果、固

有値が 1 以上の因子が 2 つ認められた。固有値の推

移は、4.608、1.245, .980、.864･･･であり、スクリープ

ロットと解釈可能性を考慮し、最終的に 2 因子を抽

出することが適当であると判断した。因子抽出後の

共通性が、.200 を下回る 2 項目を削除して、再度因

子分析（主因子法・プロマックス回転）を行ったとこ

ろ、いずれの因子にも高い負荷量をもたない項目が 1

つみられた。その為、この 1 項目を削除した上で、

改めて因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行

った。この因子分析の結果は表 9 の通りであり、固

有値は、3.972、1.175、.737、.574･･･と推移した。因

子抽出後の共通性の値が極端に低い項目はない（表

9）。小学校教員の職務ストレスについては、第 1 因

子として、「授業の数が多すぎること」、「採点業務が

多すぎること」、「多大な授業準備があること」等の因

子負荷量が高い「授業ストレス」を抽出した。第 2 因

子として、「学級の規律を保つこと」、「児童の学力に

対して責任を負っていること」、「特別な支援を要す

る児童のために授業を適応させること」等の因子負

荷量が高い「児童ストレス」を抽出した。α係数を用

いて下位尺度の内部一貫性を検討したところ、「授業

ストレス」は.831、「児童ストレス」は.879、となって

おり、内部一貫性を有したものといえる。

－ 11 －



表表 9 小小学学校校教教員員のの職職務務スストトレレスス（（問問 49））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

（（2））中中学学校校教教員員ににおおけけるる因因子子分分析析結結果果

①①教教職職選選択択のの動動機機（（問問 5））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

まず、中学校教員の教職選択の動機の因子分析の

結果を示す。中学校教員の教職選択の動機の平均値、

標準偏差は表 10 に示す通りである。中学校教員の教

職選択の動機 7 項目に対する因子分析の結果、固有

値が 1 以上の因子が 2 つ認められた。固有値の推移

は、2.679、1.720、.845、.645･･･であり、スクリープ

ロットと解釈可能性を考慮し、最終的に 2 因子を抽

出することが適当であると判断した。この因子分析

においては、項目の共通性や因子負荷量の問題が無

かったことからから、特に項目の削除を行わなかっ

た。

この因子分析の結果は表 10 の通りであり、固有値

は、2.679、1.720、.845、.645･･･と推移した。因子抽

出後の共通性の値が極端に低い項目はない（表 10）。

中学校教員の教職選択の動機ついては、第 1 因子と

して、「確実な収入が得られること」、「安定した職業

であること」、「私生活での責任を果たすことを妨げ

ない勤務スケジュールであること（例：勤務時間、休

日、非常勤）」等の因子負荷量が高い、「安定性・確実

性」を抽出した。第 2 因子として、「教職に就けば、

社会的弱者の手助けができるということ」、「教職に

就けば、社会に貢献できるということ」、「教職に就け

ば、子供や若者の成長に影響を与えられるというこ

と」の因子負荷量が高い「社会貢献」を抽出した。α

係数を用いて下位尺度の内部一貫性を検討したとこ

ろ、「安定性・確実性」は.731、「社会貢献」は.760 と

なっており、内部一貫性を有したものといえる。

なお、ここで因子分析に用いた問 5（5）「教職に就

けば、子供や若者の成長に影響を与えられるという

こと」は、天井効果を示していた。本来、天井効果を

示す項目を因子分析に用いることは適当ではないが、

当該項目を削除するかは、その質問項目が測定した

い内容を反映したものであるかを考慮した上で判断

する必要があるとされる（小塩 2018，p.162）。また、

南風原（2012）では、天井効果を示した項目への対処

に関する手続きについて疑問を呈しており、天井効

果を示した項目も最終的には他の項目と共に尺度得

点として用いられることから「項目得点の（妥当性以

外の）統計的特徴に過敏になる必要はないと考えら

れる」としている（南風原 2012，pp.214-215）。

以上を踏まえると、「社会貢献」という因子を構成

する上で当該項目は重要な要素であり、また「社会貢

献」の因子得点の分布を確認したところ、他の項目と

合計されたことにより天井効果を示した項目よりも、

分布の偏りが抑えられていることから、当該項目を

含めた上で因子分析を行うことを判断した。
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表表 9 小小学学校校教教員員のの職職務務スストトレレスス（（問問 49））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

（（2））中中学学校校教教員員ににおおけけるる因因子子分分析析結結果果

①①教教職職選選択択のの動動機機（（問問 5））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

まず、中学校教員の教職選択の動機の因子分析の

結果を示す。中学校教員の教職選択の動機の平均値、

標準偏差は表 10 に示す通りである。中学校教員の教

職選択の動機 7 項目に対する因子分析の結果、固有

値が 1 以上の因子が 2 つ認められた。固有値の推移

は、2.679、1.720、.845、.645･･･であり、スクリープ

ロットと解釈可能性を考慮し、最終的に 2 因子を抽

出することが適当であると判断した。この因子分析

においては、項目の共通性や因子負荷量の問題が無

かったことからから、特に項目の削除を行わなかっ

た。

この因子分析の結果は表 10 の通りであり、固有値

は、2.679、1.720、.845、.645･･･と推移した。因子抽

出後の共通性の値が極端に低い項目はない（表 10）。

中学校教員の教職選択の動機ついては、第 1 因子と

して、「確実な収入が得られること」、「安定した職業

であること」、「私生活での責任を果たすことを妨げ

ない勤務スケジュールであること（例：勤務時間、休

日、非常勤）」等の因子負荷量が高い、「安定性・確実

性」を抽出した。第 2 因子として、「教職に就けば、

社会的弱者の手助けができるということ」、「教職に

就けば、社会に貢献できるということ」、「教職に就け

ば、子供や若者の成長に影響を与えられるというこ

と」の因子負荷量が高い「社会貢献」を抽出した。α

係数を用いて下位尺度の内部一貫性を検討したとこ

ろ、「安定性・確実性」は.731、「社会貢献」は.760 と

なっており、内部一貫性を有したものといえる。

なお、ここで因子分析に用いた問 5（5）「教職に就

けば、子供や若者の成長に影響を与えられるという

こと」は、天井効果を示していた。本来、天井効果を

示す項目を因子分析に用いることは適当ではないが、

当該項目を削除するかは、その質問項目が測定した

い内容を反映したものであるかを考慮した上で判断

する必要があるとされる（小塩 2018，p.162）。また、

南風原（2012）では、天井効果を示した項目への対処

に関する手続きについて疑問を呈しており、天井効

果を示した項目も最終的には他の項目と共に尺度得

点として用いられることから「項目得点の（妥当性以

外の）統計的特徴に過敏になる必要はないと考えら

れる」としている（南風原 2012，pp.214-215）。

以上を踏まえると、「社会貢献」という因子を構成

する上で当該項目は重要な要素であり、また「社会貢

献」の因子得点の分布を確認したところ、他の項目と

合計されたことにより天井効果を示した項目よりも、

分布の偏りが抑えられていることから、当該項目を

含めた上で因子分析を行うことを判断した。

表表 10 中中学学校校教教員員のの教教職職選選択択のの動動機機（（問問 5））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

②②指指導導実実践践（（問問 31））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

次に、中学校教員の指導実践の因子分析の結果を

示す。中学校教員の指導実践についての平均値、標準

偏差は表 11 に示す通りである。中学校教員の指導実

践 13 項目に対する因子分析の結果、固有値が 1 以上

の因子が 3 つ認められた。固有値の推移は、5.782、

1.272、1.079、.791･･･であり、スクリープロットと解

釈可能性を考慮し、最終的に 3 因子を抽出すること

が適当であると判断した。複数の因子にまたがって

同程度の因子負荷量を示した 1 項目を削除して、再

度 3 因子を指定した因子分析（主因子法・プロマッ

クス回転）を行った。この因子分析の結果は表 11 の

通りであり、固有値は、5.359、1.258、1.073、.789･･･

と推移した。因子抽出後の共通性の値が極端に低い

項目はない（表 11）。中学校教員の指導実践について

は、第 1 因子として、「生徒が学習の価値を見いだせ

るよう手助けする」、「生徒に勉強ができると自身を

持たせる」、「勉強にあまり関心を示さない生徒に動

機付けをする」等の因子負荷量が高い「エンゲージメ

ント」を抽出した。第 2 因子として、「秩序を乱す、

又は騒々しい生徒を落ち着かせる」、「生徒を教室の

きまりに従わせる」、「学級内の秩序を乱す行動を抑

える」の因子負荷量が高い「学級経営」を抽出した。

第 3 因子として、「様々な指導方法を用いて授業を行

う」、「デジタル技術の利用によって生徒の学習を支

援する（例：コンピュータ、タブレット、電子黒板）」、

「生徒がわからない時には、別の説明の仕方を工夫

する」等の因子負荷量が高い「指導工夫」を抽出した。

α係数を用いて下位尺度の内部一貫性を検討したと

ころ、「エンゲージメント」は.795、「学級経営」は.881、

「指導工夫」は.720 となっており、内部一貫性を有

したものといえる。
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表表 11 中中学学校校教教員員のの指指導導実実践践（（問問 31））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

③③勤勤務務校校やや同同僚僚にに対対すするる認認識識（（問問 45，，46））にに対対すするる

因因子子分分析析結結果果

次に、中学校教員の勤務校や同僚に対する認識の

因子分析の結果を示す。中学校教員の勤務校や同僚

に対する認識についての平均値、標準偏差は表 12 に

示す通りである。中学校教員の勤務校や同僚に対す

る認識 13 項目に対する因子分析の結果、固有値は

6.044、1.532、.971、.617･･･と推移していた。固有値

が 1 以上の因子が 2 つ認められたが、スクリープロ

ットと解釈可能性を考慮し、最終的に 3 因子を抽出

することが適当であると判断した。複数の因子にま

たがって同程度の因子負荷量を示した 1 項目を削除

して、再度 3 因子を指定した因子分析（主因子法・

プロマックス回転）を行った。この因子分析の結果は

表 12 の通りで、固有値は、5.627、1.453、.965、.606･･･

と推移した。抽出後の共通性の値が極端に低い項目

はない（表 12）。中学校教員の勤務校や同僚に対する

認識については、第 1 因子として、「お互いに助け合

う協力的な学校文化がある」、「教職員が、指導や学習

についての信念を共有している」、「学校の課題につ

いて、責任を共有する文化がある」等の因子負荷量が

高い「教員間協力文化」を抽出した。第 2 因子とし

て、「ほとんどの教員は、生徒の声に関心を持ってい

る」、「ほとんどの教員は、生徒の幸せが重要であると

考えている」、「生徒が特別な支援を必要としている

時、学校は支援している」等の因子負荷量が高い「生

徒重視文化」を抽出した。第 3 因子として、「この学

校は、生徒が学校の意思決定に積極的に参加する機

会を提供している」、「この学校は、保護者が学校の意

思決定に積極的に参加する機会を提供している」の

因子負荷量が高い「開放的意思決定文化」を抽出し

た。α係数を用いて下位尺度の内部一貫性を検討し

たところ、「教員間協力文化」は.868、「生徒重視文化」

は.837、「開放的意思決定文化」は.729 となっており、

内部一貫性を有したものといえる。なお、下位尺度の

一つである「開放的意思決定文化」については、項目

数が 2 項目と少なかったことから、今回は以降の分

析において下位尺度として扱うことを控える。
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表表 11 中中学学校校教教員員のの指指導導実実践践（（問問 31））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

③③勤勤務務校校やや同同僚僚にに対対すするる認認識識（（問問 45，，46））にに対対すするる

因因子子分分析析結結果果

次に、中学校教員の勤務校や同僚に対する認識の

因子分析の結果を示す。中学校教員の勤務校や同僚

に対する認識についての平均値、標準偏差は表 12 に

示す通りである。中学校教員の勤務校や同僚に対す

る認識 13 項目に対する因子分析の結果、固有値は

6.044、1.532、.971、.617･･･と推移していた。固有値

が 1 以上の因子が 2 つ認められたが、スクリープロ

ットと解釈可能性を考慮し、最終的に 3 因子を抽出

することが適当であると判断した。複数の因子にま

たがって同程度の因子負荷量を示した 1 項目を削除

して、再度 3 因子を指定した因子分析（主因子法・

プロマックス回転）を行った。この因子分析の結果は

表 12 の通りで、固有値は、5.627、1.453、.965、.606･･･

と推移した。抽出後の共通性の値が極端に低い項目

はない（表 12）。中学校教員の勤務校や同僚に対する

認識については、第 1 因子として、「お互いに助け合

う協力的な学校文化がある」、「教職員が、指導や学習

についての信念を共有している」、「学校の課題につ

いて、責任を共有する文化がある」等の因子負荷量が

高い「教員間協力文化」を抽出した。第 2 因子とし

て、「ほとんどの教員は、生徒の声に関心を持ってい

る」、「ほとんどの教員は、生徒の幸せが重要であると

考えている」、「生徒が特別な支援を必要としている

時、学校は支援している」等の因子負荷量が高い「生

徒重視文化」を抽出した。第 3 因子として、「この学

校は、生徒が学校の意思決定に積極的に参加する機

会を提供している」、「この学校は、保護者が学校の意

思決定に積極的に参加する機会を提供している」の

因子負荷量が高い「開放的意思決定文化」を抽出し

た。α係数を用いて下位尺度の内部一貫性を検討し

たところ、「教員間協力文化」は.868、「生徒重視文化」

は.837、「開放的意思決定文化」は.729 となっており、

内部一貫性を有したものといえる。なお、下位尺度の

一つである「開放的意思決定文化」については、項目

数が 2 項目と少なかったことから、今回は以降の分

析において下位尺度として扱うことを控える。

表表 12 中中学学校校教教員員のの勤勤務務校校やや同同僚僚にに対対すするる認認識識（（問問 45、、46））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

④④職職務務スストトレレスス（（問問 49））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

次に、中学校教員の職務ストレスの因子分析の結

果を示す。中学校教員の職務ストレスについての平

均値、標準偏差は表 13 に示す通りである。中学校教

員の職務ストレス 11 項目に対する因子分析の結果、

固有値が 1 以上の因子が 2 つ認められた。固有値の

推移は、4.313、1.282、.998、.859･･･であり、スクリ

ープロットと解釈可能性を考慮し、最終的に 2 因子

を抽出することが適当であると判断した。因子抽出

後の共通性が.200 を下回る 1 項目を削除して、再度

因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行ったと

ころ、複数の因子にまたがって同程度の因子負荷量

を示した項目が 2 つみられた。その為、この 2 項目

を削除した上で、改めて因子分析（主因子法・プロマ

ックス回転）を行った。この因子分析の結果は表 13

の通りで、固有値は 3.499、1.215、.873、.619･･･と推

移した。因子抽出後の共通性の値が極端に低い項目

はない（表 13）。中学校教員の職務ストレスについて

は、第1因子として、「保護者の懸念に対処すること」、

「特別な支援を要する生徒のために授業を適応させ

ること」、「学級の規律を保つこと」等の因子負荷量が

高い「生徒ストレス」を抽出した。第 2 因子として、

「授業の数が多すぎること」、「採点業務が多すぎる

こと」、「多大な授業準備があること」の因子負荷量が

高い「授業ストレス」を抽出した。α係数を用いて下

位尺度の内部一貫性を検討したところ、「生徒ストレ

ス」は.792、「授業ストレス」は.762、となっており、

内部一貫性を有したものといえる。
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表表 13 中中学学校校教教員員のの職職務務スストトレレスス（（問問 49））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

7. 給給与与満満足足度度をを従従属属変変数数ととししたた階階層層的的重重回回帰帰分分析析

のの結結果果

（（1）） 相相関関分分析析

給与満足度を従属変数とした階層的重回帰分析を

行うに先立って、小学校教員、中学校教員のそれぞれ

において、給与満足度と独立変数の間の相関分析を

行った結果、表 14 の通りとなった。

小学校教員では、「教員経験年数」、「職能開発活動」

以外の項目においては、従属変数である給与満足度

との間の相関係数は有意になったものの、その相関

は弱いものがほとんどであった。中学校教員では、

「教員経験年数」、「学校内外で個人で行う授業の計

画や準備」、「生徒の課題の採点や添削」、「その他の業

務」を除く項目と給与満足度の間との相関係数は有

意となったものの、その相関は弱いものがほとんど

であった。

表表 14 階階層層的的重重回回帰帰分分析析にに用用いいるる変変数数間間のの相相関関係係数数
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表表 13 中中学学校校教教員員のの職職務務スストトレレスス（（問問 49））にに対対すするる因因子子分分析析結結果果

7. 給給与与満満足足度度をを従従属属変変数数ととししたた階階層層的的重重回回帰帰分分析析

のの結結果果

（（1）） 相相関関分分析析

給与満足度を従属変数とした階層的重回帰分析を

行うに先立って、小学校教員、中学校教員のそれぞれ

において、給与満足度と独立変数の間の相関分析を

行った結果、表 14 の通りとなった。

小学校教員では、「教員経験年数」、「職能開発活動」

以外の項目においては、従属変数である給与満足度

との間の相関係数は有意になったものの、その相関

は弱いものがほとんどであった。中学校教員では、

「教員経験年数」、「学校内外で個人で行う授業の計

画や準備」、「生徒の課題の採点や添削」、「その他の業

務」を除く項目と給与満足度の間との相関係数は有

意となったものの、その相関は弱いものがほとんど

であった。

表表 14 階階層層的的重重回回帰帰分分析析にに用用いいるる変変数数間間のの相相関関係係数数

（（2））小小学学校校教教員員ににおおけけるる階階層層的的重重回回帰帰分分析析結結果果

各モデルの自由度調整済み決定係数の値を確認す

ると、モデル 5 が最も高いため、解釈にあたっては

モデル 5 を採用する。モデル 5 における VIF 値の多

くは 1 から 2 程度であり、最大でも 3.754 であった

ため、多重共線性の問題はないと考えられる。

モデル 5 では、「女性ダミー」（β=.144，p<.001）、

「終身雇用ダミー」（β=.035，p=.073）、「私立ダミー」

（β=.046，p=.015）、「教員経験年数」（β＝-.035，

p=.085）、「学校内での同僚との共同作業や話し合い」

（β=-.050，p=.015）、「職能開発活動」（β=.045，

p=.016）、「その他の業務」（β=-.033，p=.074）、「安定

性・確実性」（β=-.082，p<.001）、「社会貢献」（β=.077，

p<.001）、「授業ストレス」（β=-.253，p<.001）、「エン

ゲージメント」（β=.060，p=.094）、「指導工夫」（β

=-.107，p=.002）、「教員間協力文化」（β=.104，p<.001）

の項目が有意であった（表 15）。

この結果から、女性であること、終身雇用であるこ

と、私立学校に勤務していること、職能開発活動の時

間が長いこと、教職選択の動機として社会貢献の意

識が高かったこと、指導においてエンゲージメント

に力を入れていること、同僚間に協力的な文化があ

ると認識している度合いが強いほど給与満足度を高

めることが示唆された。反対に、教員経験年数が長い

こと、学校内外で個人で行う授業の計画や準備やそ

の他の業務の時間が長いこと、教職選択の動機とし

て安定性・確実性を重視したこと、授業ストレスを強

く感じていること、指導において指導工夫に力を入

れていることは、給与満足度を下げることが示唆さ

れた。

（（3））中中学学校校教教員員ににおおけけるる階階層層的的重重回回帰帰分分析析結結果果

各モデルの自由度調整済み決定係数の値を確認す

ると、モデル 5 が最も高いため、解釈にあたっては

モデル 5 を採用する。モデル 5 における VIF 値の多

くは 1 から 2 程度であり、最大でも 3.024 であった

ため、多重共線性の問題はないと考えられる。

モデル 5 では、「女性ダミー」（β=.160，p<.001）、

「教職第一志望ダミー」（β=.045，p=.013）、「終身雇

用ダミー」（β=.040，p=.039）、「私立ダミー」（β=.086，

p<.001）、「過労死ラインダミー」（β＝-.064，p=.002）、

「学校内外で個人で行う授業の計画や準備」（β

=.041，p=.033）、「生徒に対する教育相談」（β=-.038，

p=.076）、「学校運営業務への参画」（β=-.053，p=.007）、

「一般的な事務業務」（β=-.033，p=.096）、「課外活動

の指導」（β=-.036，p=.068）、「安定性・確実性」（β

=-.081，p<.001）、「社会貢献」（β=.088，p<.001）、「生

徒ストレス」（β=-.053，p=.031）、「授業ストレス」（β

=-.158，p<.001）、「エンゲージメント」（β=-.071，

p=.019）、「学級経営」（β=-.092，p<.001）、「指導工夫」

（β=.047，p=.085）、「教員間協力関係文化」（β=.071，

p=.007）の項目が有意であった（表 15）。

この結果から、女性であること、教職が第一志望で

あったこと、終身雇用であること、私立学校に勤務し

ていること、学校内外で個人で行う授業の計画や準

備の時間が長いこと、教職選択の動機として社会貢

献の意識が高かったこと、指導において指導工夫に

力を入れていること、同僚間に協力的な文化がある

と認識している度合いが強いほど給与満足度を高め

ることが示唆された。反対に、過労死ラインを超える

残業をしていること、生徒に対する教育相談や学校

運営業務への参画、一般的な事務業務、課外活動の指

導の時間が長いこと、教職選択の動機として安定性・

確実性を重視していたこと、生徒ストレスや授業ス

トレスを強く感じていること、指導においてエンゲ

ージメントや学級経営に力をいれていることは給与

満足度を下げることが示唆された。
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表表 15 給給与与満満足足度度をを従従属属変変数数ととししたた階階層層的的重重回回帰帰分分析析結結果果

（（4）） 小小括括

以上の教員の給与満足度に関する相関分析や階層

的重回帰分析の結果を整理する。

まず、相関分析の結果と階層的重回帰分析の結果

を比較すると、特に小学校教員において、多くの業務

別勤務時間の項目が疑似相関であったことが指摘で

きる。

次に、階層的重回帰分析の結果について、小・中学

校教員のそれぞれに共通して有意であった項目は後

述するが、小学校教員において特徴的であったのは、

「指導工夫」（β＝-.107，p=.002）、「その他の業務」

（β＝-.033，p=.074）などの項目が挙げられ、全教科

を担当することや具体的に業務に分類できないよう

な細かな業務が負担となり、給与満足度に対して負

の影響を与える要因となっていることがうかがえる。

中学校教員において特徴的であったのは、「学級経営」

（β＝-.092，p<.001）や「エンゲージメント」（β＝

-.071，p=.019）などの項目であり、生徒を学習に向か

わせることや学級の規律を維持することの負担感か

ら、給与満足度に対して負の影響を与える要因とな

っていることがうかがえる。

以上の通り、小学校教員、中学校教員それぞれにお

いて特徴的な要因もみられたが、小学校教員と中学

校教員に共通して有意であった項目としては、「女性

ダミー」、「終身雇用ダミー」、「私立ダミー」、「安定

性・確実性」、「社会貢献」、「授業ストレス」、「教員間

協力文化」があった。中でも、「女性ダミー」（小学校

教員：β＝.144，p<.001、中学校教員：β＝.160，p<.001）、

「社会貢献」（小学校教員：β＝.077，p=<.001、中学

校教員：β＝.088，p<.001）、「教員間協力文化」（小学

校教員：β＝.104，p<.001、中学校教員：β＝.071，

p=.007）などが、給与満足度に対して正に有意であり、
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表表 15 給給与与満満足足度度をを従従属属変変数数ととししたた階階層層的的重重回回帰帰分分析析結結果果

（（4）） 小小括括

以上の教員の給与満足度に関する相関分析や階層

的重回帰分析の結果を整理する。

まず、相関分析の結果と階層的重回帰分析の結果

を比較すると、特に小学校教員において、多くの業務

別勤務時間の項目が疑似相関であったことが指摘で

きる。

次に、階層的重回帰分析の結果について、小・中学

校教員のそれぞれに共通して有意であった項目は後

述するが、小学校教員において特徴的であったのは、

「指導工夫」（β＝-.107，p=.002）、「その他の業務」

（β＝-.033，p=.074）などの項目が挙げられ、全教科

を担当することや具体的に業務に分類できないよう

な細かな業務が負担となり、給与満足度に対して負

の影響を与える要因となっていることがうかがえる。

中学校教員において特徴的であったのは、「学級経営」

（β＝-.092，p<.001）や「エンゲージメント」（β＝

-.071，p=.019）などの項目であり、生徒を学習に向か

わせることや学級の規律を維持することの負担感か

ら、給与満足度に対して負の影響を与える要因とな

っていることがうかがえる。

以上の通り、小学校教員、中学校教員それぞれにお

いて特徴的な要因もみられたが、小学校教員と中学

校教員に共通して有意であった項目としては、「女性

ダミー」、「終身雇用ダミー」、「私立ダミー」、「安定

性・確実性」、「社会貢献」、「授業ストレス」、「教員間

協力文化」があった。中でも、「女性ダミー」（小学校

教員：β＝.144，p<.001、中学校教員：β＝.160，p<.001）、

「社会貢献」（小学校教員：β＝.077，p=<.001、中学

校教員：β＝.088，p<.001）、「教員間協力文化」（小学

校教員：β＝.104，p<.001、中学校教員：β＝.071，

p=.007）などが、給与満足度に対して正に有意であり、

かつ標準偏回帰係数の値が大きい。特に、これらの

「女性ダミー」や「社会貢献」、「教員間協力文化」と

いうような性別や教員志望時の動機、同僚性といっ

た勤務校の雰囲気は、給与満足度の向上に大きく寄

与する要因であるにも関わらず、入職以前のことや

もっぱら他者によって規定される要素であるために、

個人もしくは現時点では変更不可能な要因であると

いえる。また反対に、給与満足度に対して負に有意で

有り、かつ標準偏回帰係数の値が大きいのは「授業ス

トレス」（小学校教員：β＝-.253，p<.001、中学校教

員：β＝-.158，p<.001）や「安定性・確実性」（小学

校教員：β＝-.082，p<.001、中学校教員：β＝-.081，

p<.001）であるが、特に教職選択時の教員本人の動機

に関する項目である「安定性・確実性」も、同じく現

時点では変更不可能な要因といえる。

このように業務別の勤務時間などの現状の働き方

に関する項目を統制した上で、以上のような個人も

しくは現時点において変更不可能な要因が、教員の

給与満足度の規定要因として一定の影響力をもつこ

とが、以上の分析を通じて明らかになったといえよ

う。

続稿では、教員の実感をより多角的に検討するた

め、職務満足度、雇用条件満足度、給与増額要求のそ

れぞれの規定要因について階層的重回帰分析によっ

て検討を行う。加えて、これらの職務・待遇満足度に

関する教員の多様な認識の存在を明らかにするため

の階層クラスター分析とそれによって明らかになっ

た教員類型の規定要因を検討するための多項ロジス

ティック回帰分析についても行う。

＜注＞

（1）参議院についても同様の附帯決議を行っている

（参議院文教科学委員会 2019）。

（2）TALIS2018 の個票データは、以下のリンクから

入手可能である。

https://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-

data.htm(最終閲覧日：2023 年 1 月 16 日)

（3）OECD が作成した既存変数と今回の分析に当た

り筆者が独自に行った因子分析により作成した

因子得点の相関係数は、表 16 の通りであり、両

者の間には極めて高い相関関係がみられた。

表表 16 独独自自のの因因子子得得点点とと OECD のの既既存存変変数数のの相相関関
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